
公社等経営評価委員会設置要綱 

 

 （設置） 

第１条 行財政構造改革推進方策に基づく改革内容を着実に実行するとともに、さ

らなる不断の見直しを行うにあたり、公社等の経営状況全般について、毎年度評

価を行い、専門的見地からの指導を得るため、公社等経営評価委員会（以下「委

員会」という。）を設置する。 

 

 （所掌事務） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。 

 (1) 公社等の経営状況全般（事務事業、経営状況、組織体制、給与制度等）に関

する助言 

 (2) その他公社等の経営改革に関する重要事項 

 

 （組織） 

第３条 委員会は、別表に掲げる６人以内の委員で組織する。 

 
 （委員の任期） 

第４条 委員の任期は、３年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任

期間とする。  
２ 委員は再任されることができる。 

 

 （委員長） 

第５条 委員会に委員長を置く。 

２ 委員長は、委員のうちから、知事が指名する。 

３ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

４ 委員長に事故がある場合、又は委員長が欠けた場合は、あらかじめ委員長の指

名する委員がその職務を代理する。 

 

 （委員会） 

第６条 委員会は、委員長が招集する。 

２ 委員は、事故その他やむを得ない理由により委員会の職務に従事できない場合

は、あらかじめ委員長の承認を得て、代理人を出席させることができる。この場

合においては、代理人は、委員会開催前に委任状を委員長に提出しなければなら

ない。 

３ 委員長が必要と認めた場合は、委員会に委員以外の者の出席を求めることがで

きる。 

 

 （謝金） 

第７条 委員（大学教育職以外の県の職員である委員を除く。）が委員会の職務に

従事したときは、別に定めるところにより、謝金を支給する。 

２ 第６条第２項の規定に基づき代理人が委員会の職務に従事したときは、代理人

に対して委員本人と同額の謝金を支給する。 

 

 



 （旅費） 

第８条 委員が委員会の職務を行うために、委員会に出席し、又は旅行したときは、

職員等の旅費に関する条例（昭和 35 年兵庫県条例第 44 号）の規定により旅費を

支給する。 

２ 第６条第２項の規定に基づき代理人が委員会の職務を行うために、委員会に出

席し、又は旅行したときは、代理人に対して、旅費を支給する。 

 

 （庶務） 

第９条 委員会の庶務は、企画県民部企画財政局新行政課において処理する。 

 

 （補則） 

第 10 条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、別

に定める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成 21 年２月１日から施行する。 

 

 （この要綱の失効） 

２ この要綱は、平成 30 年９月 30 日限り、その効力を失う。 

 

 （招集の特例） 

３ この要綱の施行の日以後最初に開かれる委員会は、第６条第１項の規定にかか

わらず、企画県民部長が招集する。 

 
附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成 24 年２月１日から施行する。 

 

（委員の任期の特例） 

２ 平成 24 年１月 31 日において委員である者の任期は、第４条第１項の規定にか

かわらず、平成 24 年９月 30 日までとする。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

 この要綱は、平成 24 年 10 月１日から施行する。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

   この要綱は、平成 27 年 10 月１日から施行する。 

 



 
別表（第３条関係） 

 

氏  名 主 な 役 職 

佐竹 隆幸 兵庫県立大学大学院経営研究科教授 

中尾 志都 公認会計士 

中西  均 
神戸商工会議所参与（前神戸商工会議所専務理事、株式会社

神戸製鋼所顧問） 

前田 高志 関西学院大学経済学部教授 

茂木立 仁 弁護士 

吉田 秀子 ヴォイスクリエーター（元株式会社ラジオ関西報道制作部長） 

 


